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 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第２

項の規定により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部

九州新幹線建設局長から公共測量の終了について次のとおり通知があった。 

  平成 23 年９月 30 日 

               佐賀県知事  古  川     康 

１ 作業種類 公共測量（数値撮影デジタル） 

２ 作業期間 平成 23 年３月３日から平成 23 年９月１日まで 

３ 作業地域 鳥栖市の一部 


